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申告の

手続きは

こちら

受

付

日

申
告
会
場

２
月
１６
日
�
〜
２３
日
�

市
役
所
６
階

２
月
２４
・
２５
日（
火
・
水
）

広
瀬
公
民
館

２
月
２６
日
�
〜
３
月
１５
日
�

市
役
所
６
階

※
受
付
時
間
は
９
時
〜
１１
時
と
１３
時
〜
１６
時
。た

だ
し
２
月
２２
・
２９
日
以
外
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
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��
��
��
��
��
��

■
申
告
が
必
要
な
方

１
月
１
日
現
在
、狭
山
市
在
住
で
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

�
所
得
税
の
確
定
申
告
の
対
象
と
な
ら
な

い
営
業
、農
業
、不
動
産（
地
代
、家
賃
な
ど
）、

年
金
、報
酬
な
ど
の
所
得
が
あ
る

�
給

与
所
得
者
で
勤
務
先
か
ら
市
に
給
与
支
払

報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い（
パ
ー
ト
、

ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
も
含
む
）
�
年
の
途

中
に
退
職
し
、再
就
職
し
て
い
な
い

�

市
内
に
家
屋
敷
や
事
務
所
、事
業
所
が
あ

り
市
外
に
住
所
が
あ
る

■
申
告
書
の
提
出

申
告
会
場
で
提
出
す
る
か
、市
民
税
課

へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、所
得
税
の

確
定
申
告
を
す
る
方
は
不
要
で
す
。
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■
申
告
が
必
要
な
方

�
営
業
、農
業
、不
動
産（
地
代
、家
賃
な
ど
）、

年
金
、報
酬
、譲
渡
な
ど
の
所
得
が
所
得
控

除（
基
礎
控
除
、配
偶
者
控
除
、扶
養
控
除

な
ど
）の
合
計
額
を
超
え
て
い
る
方

�

給
与
所
得
者（
表
紙
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

■
確
定
申
告
書
の
提
出

所
沢
税
務
署
窓
口
に
提
出
す
る
か
郵
送

し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、給
与
所
得
者
や
年

金
収
入
な
ど
雑
所
得
の
あ
る
方
の
申
告
書

（
住
宅
取
得
等
特
別
控
除
を
除
く
）は
、市

役
所
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

期
間
２
月
１６
日
�
〜
３
月
１５
日
�

■
所
得
税
の
還
付

給
与
所
得
者
で
確
定
申
告
が
必
要
な
い

方
で
も
、次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

は
、申
告
す
る
こ
と
で
所
得
税
が
還
付
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象
▼
融
資
を
受
け
、住
居
を
取
得
か
増

改
築
し
た
▼
１０
万
円（
合
計
所
得
額
が
２

０
０
万
円
未
満
の
方
は
そ
の
５
％
）を
超

え
る
医
療
費
を
支
払
っ
た
▼
年
の
途
中
で

退
職
し
再
就
職
し
て
い
な
い
な
ど

■
休
日
の
申
告
相
談
と

申
告
書
の
受
け
付
け

日
時
２
月
２２
・
２９
日
�
、９
時
〜
１１
時
と
１３

時
〜
１６
時

場
所
市
役
所
６
階
、所
沢
税

務
署

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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公的年金等受給者の方は、支払先か
ら「公的年金支払い等報告書」が提出
されますので、申告は必要ありません
が、所得控除を受けようとする方は、
確定申告や市県民税の申告が必要で
す。また、収入がない方でも、国民健康
保険税や介護保険料の算出、保育所の
入所などに所得の証明を必要とする
場合がありますので、市県民税の申告
をお勧めします。

�������������
������ 

申告は郵送でも受け付けています。
また、申告などの書類は、ご自分で作
成していただく自書申告にご協力を
お願いします。申告書は市役所市民税
課、公民館、出張所、市民サービスコー
ナーに用意してあります。なお、申告
会場は駐車場に限りがありますので、
公共交通機関をご利用ください。

問
合
せ
▼
市
・
県
民
税
…
市
役
所
市
民

税
課（
〒
３
５
０
‐
１
３
８
０

入
間

川
１
‐
２３
‐
５
）へ
�
２
９
５
３
‐
１

１
１
１
、内
線
１
０
９
２
〜
１
０
９
５

▼
所
得
税
…
所
沢
税
務
署（
〒
３
５
９

‐
８
６
０
１

所
沢
市
並
木
１
‐
７
）

へ
�
２
９
９
３
‐
９
１
１
１

������
���
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認印、筆記用
具、計算機、

平成１５年中
に支払った

社会保険・生
命保険・損害

保険料などの
支払金額の

わかる領収書
や控除証明書

、障害者手帳
など。

個別に必要
なもの�給与

・年金・報酬
などの所得が

ある方…源
泉徴収票、支

払調書など
�事業所得の

ある方…収
入、必要経費

が分かる書
類�医療費控

除を受ける方
…平成１５年分

の医療費の領
収書など

を取りまとめ
たもの
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皆さんの健康管理をお手伝いします子ども達の心と体の成長を育みます

尊い生命と財産を守ります親切な窓口事務を心がけます

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	



部門別職員数と主な増減理由 （４月１日現在 単位：人）

市
で
は
、各
種
施
策
の
円
滑
な
執
行
体
制
の
確
保
を
基
本
と

し
な
が
ら
定
員
の
適
正
化
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。今
月
は
、

職
員
の
定
員
の
状
況
を
公
表
し
ま
す
。

問
合
せ
企
画
課
へ
内
線
７
１
３
３

※職員数は、一般職に属する職員数で地方公務員の身分を有する休職者・派遣職員など
を含み、臨時・非常勤職員を除く

定員適正化計画の数値目標と進捗状況
�定員適正化の目標
平成１４年度を基準に、平成１５年度から１９年
度までの５年間で８３人の削減を図ります。

�定員適正化の概要
行財政改革プランなどに基づく事務事業の
見直し、公共施設の管理運営の合理化、業務
の民間委託、退職者の補充抑制などにより、
職員数の抑制を図ります。

�定員適正化の年次別進捗状況
平成１４年度から１５年度で、計画どおり１１名
を削減しました。

主 な 増 減 理 由

組織改正、市民課体制の充実などによる増
職員体制の見直しによる減
組織改正、福祉体制の充実などによる増
組織改正、保健センターの充実などによる増
公益法人への職員派遣の見直しなどによる減
土地改良事業の進捗による減
商工行政の充実のための増
事業の効率化などによる減

図書館運営方法の見直しなどによる減
消防体制の見直しによる減

業務の見直しによる減
事業の進捗状況などによる減
執行体制の充実のための増

対前年
増減数
０
３

△１
４
１

△２
△１
１

△４
１

△８
△１
△９
△１
△３
１
０

△３
△１１

職 員 数
平成１５年
１０
２０３
５５
２３８
１１４
６
２０
８
１５５
８０９
２２３
１７０
３９３
４３
２７
１４
１２
９６

１，２９８

平成１４年
１０
２００
５６
２３４
１１３
８
２１
７
１５９
８０８
２３１
１７１
４０２
４４
３０
１３
１２
９９

１，３０９

部 門

議 会
総 務
税 務
民 生
衛 生
労 働
農林水産
商 工
土 木
小 計
教 育
消 防
小 計
水 道
下 水 道
国 保
介護保険
小 計
合 計

一

般

行

政

特
別
行
政
公
営
企
業
等
会
計

平成１９年目標
△３３
――
７７５
△４２
――
３６０
△８
――
９１
△８３
――
１，２２６

平成１５年
２
１
８０９
△９
△９
３９３
△４
△３
９６
△１１
△１１
１，２９８

平成１４年
――
――
８０８
――
――
４０２
――
――
９９

――
――
１，３０９

区 分
計画
実績

職 員 数
計画
実績

職 員 数
計画
実績

職 員 数
計画
実績

職 員 数

増減員数

増減員数

増減員数

増減員数

部門

一般
行政

特別
行政

公 営
企業等
会 計

計


